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資料５ 関係用語集 

用    語  説    明  

あ ん し ん 歩 行 エ リ ア  

歩 行 者 及 び 自 転 車 利 用 者 の 安 全 な 通 行 を 確 保 す る た め

道 路 管 理 者 と 県 公 安 委 員 会 が 連 携 し 、 面 的 か つ 総 合 的 な

事 故 抑 止 対 策 を 実 施 す る エ リ ア と し て 指 定 (平 成 15 年 7

月 )さ れ た も の 。  

NPO 法 人  

民 間 非 営 利 組 織  non  prof it   organizat ion の 頭 文

字 を と っ た も の 。 営 利 を 目 的 と せ ず 、 社 会 的 な 活 動 を 行

う 民 間 組 織 で 、 平 成 10 年 に 制 定 さ れ た 特 定 非 営 利 活 動

促 進 法 に よ り 、 法 人 格 （ 特 定 非 営 利 活 動 法 人 ） を 取 得 し

た も の 。  

学 習 障 害 （ Ｌ Ｄ ）  

全 般 的 な 知 的 発 達 に 遅 れ は な い が 、聞 く 、話 す 、読 む 、

書 く 、 計 算 す る 又 は 推 論 す る 能 力 の う ち 、 特 定 の 能 力 の

習 得 と 使 用 に 著 し い 困 難 を 示 す 。 原 因 と し て 中 枢 神 経 に

何 ら か の 機 能 障 害 が あ る と 推 測 さ れ て い る 。  

学 校 施 設 整 備 指 針  

教 育 内 容 、 教 育 方 法 の 多 様 化 な ど 、 学 校 教 育 を 進 め る

う え で 必 要 な 施 設 機 能 を 確 保 す る た め の 指 針 。 学 校 施 設

の 計 画 お よ び 設 計 に お い て 、 障 害 者 へ の 配 慮 に つ い て 必

要 と な る 基 本 的 な 留 意 事 項 を 示 し て い る 。  

グ ル ー プ ホ ー ム  

知 的 障 害 者 や 精 神 障 害 者 が 、 食 事 や 家 事 な ど 毎 日 の 暮

ら し に つ い て 世 話 人 に よ る 援 助 を 受 け な が ら 、 地 域 の 中

の 住 宅 で 4～ ５ 人 で 共 同 生 活 す る 形 態 。  

高 齢 者 、身 体 障 害 者 等 が

円 滑 に 利 用 で き る 特 定

建 築 物 の 建 築 の 促 進 に

関 す る 法 律  

（ 通 称  ハ ー ト ビ ル 法 ） 

デ パ ー ト や 劇 場 、 ホ テ ル な ど の バ リ ア フ リ ー 化 を 進 め

る た め 、 不 特 定 多 数 の 人 が 利 用 す る 新 築 の 建 築 物 に 対 し

て 、車 い す 利 用 者 等 に 便 利 な よ う に 、一 定 幅 以 上 の 廊 下 、

利 用 し や す い エ レ ベ ー タ ー 、 ト イ レ の 確 保 、 手 す り の 設

置 な ど を 求 め る も の と し て 平 成 6 年 公 布 さ れ た 。  

平 成 14 年 の 法 改 正 に よ り 、 従 来 建 築 主 の 努 力 規 定 で

あ っ た も の を 、 義 務 規 定 に 強 化 し 、 一 定 の 基 準 を 満 た す

建 築 物 は 、 容 積 率 を 緩 和 す る な ど の 優 遇 措 置 を 広 げ た 。  

一 方 、 利 用 者 が 特 定 さ れ て い る と し て 、 義 務 付 け の 対

象 外 と な っ て い る 学 校 や 工 場 な ど に つ い て も 新 た に 努 力

義 務 を 科 し た 。  

高 齢 者 、身 体 障 害 者 等 の

公 共 交 通 機 関 を 利 用 し

た 移 動 の 円 滑 化 の 促 進

に 関 す る 法 律  

（ 通 称  交 通 バ リ ア フ

リ ー 法 ）  

高 齢 者 、 身 体 障 害 者 な ど が 公 共 交 通 機 関 を 利 用 し た 際

の 移 動 の 利 便 性 及 び 安 全 の 向 上 を 促 進 す る た め 、 公 共 交

通 事 業 者 に よ り 鉄 道 駅 、 バ ス タ ー ミ ナ ル 、 鉄 道 車 両 、 バ

ス な ど の バ リ ア フ リ ー 化 を 推 進 す る と と も に 、 鉄 道 駅 な

ど の 旅 客 施 設 を 中 心 と し た 一 定 の 地 区 に お い て 、 市 町 村

が 作 成 す る 基 本 構 想 に 基 づ い て 、旅 客 施 設 、周 辺 の 道 路 、

駅 前 広 場 、 信 号 機 な ど の バ リ ア フ リ ー 化 を 重 点 的 か つ 一

体 的 に 推 進 す る こ と を 定 め た 法 律 。 平 成 12 年 公 布 。  
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用    語  説    明  

市 営 住 宅 総 合 再 生 計 画  

平 成 8 年 度 策 定 の 「 春 日 井 市 住 宅 マ ス タ ー プ ラ ン 」 を

踏 ま え 、 平 成 9 年 度 に 策 定 し た 市 営 住 宅 の 総 合 的 な 再 生

計 画 。 平 成 14 年 度 に は 、 公 営 住 宅 ス ト ッ ク を 総 合 的 に

活 用 す る 「 春 日 井 市 営 住 宅 ス ト ッ ク 総 合 活 用 計 画 」 を 策

定 し 、 そ の 計 画 に 基 づ き 建 替 事 業 な ど 市 営 住 宅 整 備 に 取

り 組 ん で い る 。  

JR 高 蔵 寺 駅 周 辺 交 通 バ

リ ア フ リ ー 基 本 構 想  

JR 高 蔵 寺 駅 及 び 周 辺 の バ リ ア フ リ ー 化 を 推 進 す る た

め 、 交 通 バ リ ア フ リ ー 法 の 規 定 す る 本 市 の 「 移 動 円 滑 化

に 係 る 事 業 の 重 点 的 か つ 一 体 的 な 推 進 に 関 す る 基 本 的 な

構 想 」 と し て 、 平 成 14 年 度 に 策 定 し た も の 。  

社 会 福 祉 基 礎 構 造 改 革 

／ 社 会 福 祉 の 増 進 の た 

め の 社 会 福 祉 事 業 法 の 

一 部 を 改 正 す る 等 の 法 

律 

戦 後 直 後 に 形 成 さ れ た 社 会 福 祉 事 業 、 社 会 福 祉 法 人 、

措 置 制 度 な ど の 社 会 福 祉 制 度 の 基 本 的 な 構 造 に つ い て 、

増 大 ・多 様 化 す る 福 祉 へ の 要 求 に 対 応 す る た め 、「 個 人 が

尊 厳 を 持 っ て そ の 人 ら し い 自 立 し た 生 活 が 送 れ る よ う 支

え る 」 と い う 社 会 福 祉 の 理 念 に 基 づ い て 、  

① 個 人 の 自 立 を 基 本 と し 、 そ の 選 択 を 尊 重 し た 制 度 の

確 立  

② 質 の 高 い 福 祉 サ ー ビ ス の 拡 充  

③ 地 域 で の 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 地 域 福 祉 の

充 実  

を め ざ し 、 改 革 を 行 っ た も の 。  

 社 会 福 祉 の 増 進 の た め の 社 会 福 祉 事 業 法 等 の 一 部 を 改

正 す る 等 の 法 律 （ 平 成 12 年 6 月 7 日 公 布 ） に よ り 、 社

会 福 祉 事 業 法 （ 社 会 福 祉 法 に 題 名 改 正 。）、 身 体 障 害 者 福

祉 法 、 知 的 障 害 者 福 祉 法 、 児 童 福 祉 法 、 民 生 委 員 法 、 社

会 福 祉 施 設 職 員 等 退 職 手 当 共 済 法 、 生 活 保 護 法 の 一 部 改

正 と 、 公 益 質 屋 法 の 廃 止 が 行 わ れ 、 利 用 者 の 立 場 に 立 っ

た 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 制 度 化 が 図 ら れ た 。  

重 症 心 身 障 害 児（ 者 ）通

園 事 業  

在 宅 の 重 症 心 身 障 害 児 （ 者 ） に 対 し 、 通 園 の 方 法 に よ

り 、 日 常 生 活 動 作 、 運 動 機 能 等 に 係 る 訓 練 、 指 導 等 必 要

な 療 育 を 行 う 事 業 。  

実 施 主 体  都 道 府 県 、 指 定 都 市 、 中 核 市  

実 施 施 設  Ａ 型 施 設 － 重 症 心 身 障 害 児 施 設 又 は 肢 体 不

自 由 児 施 設 に 併 設 等  利 用 人 員

15 人 ／ 1 日  

     Ｂ 型 施 設 － 障 害 児 （ 者 ） 施 設 等 に お い て 実

施  利 用 人 員 5 人 ／ 1 日  

授 産 施 設  

職 業 能 力 が 限 ら れ て い る 障 害 者 に 対 し て 、 就 学 又 は 技

能 の 修 得 の た め に 、 必 要 な 訓 練 や 職 業 を 提 供 し 、 自 活 を

支 援 す る 施 設 。  
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用    語  説    明  

障 害 者 ケ ア マ ネ ジ メ ン

ト  

障 害 の あ る 人 の 意 向 、希 望 、主 体 性 、選 択 性 を 尊 重 し 、

ニ ー ズ を 満 た す 社 会 資 源 と 当 事 者 を 結 び つ け 、 さ ら に 社

会 資 源 を 組 織 化 し た リ 開 発 す る こ と に よ っ て 、 地 域 内 の

ネ ッ ト ワ ー ク を 形 成 す る な ど ､必 要 な 援 助 を 総 合 的 、効 果

的 に 提 供 で き る よ う に 調 整 し 、 利 用 者 の ニ ー ズ に 応 じ た

生 活 を 実 現 す る た め の 支 援 を 行 う 。  

障 害 者 職 業 セ ン タ ー  

ハ ロ ー ワ ー ク と 連 携 を 取 り な が ら 、 障 害 者 の 就 労 に 関

す る 各 種 サ ー ビ ス を 実 施 す る 障 害 者 の 職 業 リ ハ ビ リ テ ー

シ ョ ン の 専 門 機 関  
専 門 の カ ウ ン セ ラ ー が 配 置 さ れ 、職 業 評 価 、職 業 指 導 、 

職 業 準 備 支 援 、 就 労 の 際 に 必 要 と な る 知 的 障 害 者 の 制 度

を 行 う 。 ジ ョ ブ コ ー チ の 派 遣 も 行 う 。 都 道 府 県 に １ 箇 所

程 度 設 置 。  

障 害 者 の 日  

政 府 が 昭 和 56（ 1981） 年 の 国 際 障 害 者 年 に 12 月 9

日 を「 障 害 者 の 日 」と 宣 言 し 、平 成 5（ 1993）年 に 障 害

者 基 本 法 に 規 定 さ れ た 。 国 連 で 障 害 者 の 権 利 宣 言 を 採 択

し た 日 を 記 念 し た も の で 、 障 害 者 問 題 に つ い て の 国 民 の

理 解 と 認 識 を 深 め る た め 、 各 種 の 啓 発 広 報 行 事 が 行 わ れ

て い る 。ま た 、平 成 7（ 1995）年 度 か ら は 国 際 障 害 者 デ

ー で あ る 12 月 3 日 か ら 9 日 ま で を 「 障 害 者 週 間 」 と し

て い る 。  

食 の 自 立 支 援  

重 度 障 害 者 や ひ と り 暮 ら し 高 齢 者 の 世 帯 に 対 し 、 食 の

観 点 か ら ア セ ス メ ン ト を 行 い ､給 食 サ ー ビ ス は も と よ り 、

ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス ､デ イ サ ー ビ ス な ど を 活 用 し 、食 に

関 す る サ ー ビ ス を 計 画 的 に 提 供 し 、 健 康 で 自 立 し た 生 活

を 送 れ る よ う 支 援 す る 。  

職 場 適 応 訓 練  

希 望 す る 事 業 所 に お い て 実 地 訓 練 を 行 い 、 職 場 の 環 境

に 適 応 す る こ と を 容 易 に し 、 訓 練 終 了 後 、 引 き 続 き 事 業

所 に 雇 用 し て も ら う 制 度 。  

ハ ロ ー ワ ー ク が 窓 口 と な り 、 県 か ら 企 業 に 委 託 し て 実

施 。  

ジ ョ ブ コ ー チ  

（ 職 場 適 応 援 助 者 ）  

就 職 前 の 実 習 段 階 や 就 職 後 に 職 場 定 着 が 難 し く な っ た

際 に 、 障 害 者 の 職 場 へ の 適 応 を 支 援 、 職 場 に ジ ョ ブ コ ー

チ が 出 向 き 、 障 害 者 が 職 場 に 適 応 で き る よ う 仕 事 へ の 対

応 を 支 援 す る た め 、 人 間 関 係 や 職 場 で の 管 理 者 や 従 業 員

に 対 し て も 助 言 を 行 い 、 職 場 や 職 場 環 境 の 改 善 を 提 案 す

る 。  

ジ ョ ブ コ ー チ の 事 業 は 、 地 域 障 害 者 職 業 セ ン タ ー が 社

会 福 祉 法 人 等 と 連 携 し て 実 施 す る 。  
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用    語  説    明  

身 体 障 害 者 補 助 犬 制 度  

身 体 障 害 者 補 助 犬 は ､ 身 体 障 害 者 を 補 助 す る た め 訓 練

さ れ 認 定 さ れ た 視 覚 障 害 者 の た め の 盲 導 犬 、 肢 体 不 自 由

者 の た め の 介 助 犬 、 聴 覚 障 害 者 の た め の 聴 導 犬 を 指 す 。  

身 体 障 害 者 補 助 犬 の 訓 練 事 業 者 や 使 用 者 の 義 務 を 定

め 、 障 害 者 が 公 共 的 施 設 や 公 共 交 通 機 関 な ど を 利 用 す る

際 、 受 け 入 れ 側 が 補 助 犬 の 同 伴 を 拒 否 で き な い よ う 身 体

障 害 者 補 助 犬 法 (平 成 14 年 10 月 施 行 )に よ っ て 規 定 さ れ

て い る 。  

成 年 後 見 制 度  

痴 呆 や 知 的 障 害 、 精 神 障 害 等 で 判 断 能 力 が 十 分 で な い

人 が 契 約 等 の 法 律 行 為 が 出 来 る よ う ､家 庭 裁 判 所 が 判 断

能 力 の 程 度 に 応 じ て 補 助 人 、 保 佐 人 、 成 年 後 見 人 を 選 任

す る 民 法 上 の 制 度 。  

第 三 者 委 員  

社 会 福 祉 法 第 ８ ２ 条 で 、 社 会 福 祉 事 業 者 は 、 苦 情 解 決

の 仕 組 み を 確 立 す る た め 、 苦 情 解 決 責 任 者 、 苦 情 受 付 担

当 者 、 外 部 の 第 三 者 委 員 を 設 置 す る こ と に な っ て い る 。  

地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業  

痴 呆 や 知 的 障 害 、 精 神 障 害 等 に よ る 判 断 能 力 が 十 分 で

な い 人 に 対 し て 、 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る 相 談 ･助

言 、 必 要 な 手 続 き や 利 用 料 の 支 払 い に 関 す る 便 宜 供 与 な

ど 、 福 祉 サ ー ビ ス の 適 切 な 利 用 の た め の 一 連 の 援 助 を 一

体 的 に 行 う サ ー ビ ス 。  

地 域 療 育 等 支 援 事 業  

在 宅 の 障 害 児（ 者 ）の 地 域 に お け る 生 活 を 支 え る た め 、

訪 問 や 外 来 に よ る 療 育 な ど 総 合 的 な 支 援 を 行 う 。  

対 象 者   重 症 心 身 障 害 児 (者 )、知 的 障 害 児 (者 )、身 体  

障 害 児  

実 施 施 設  県 （ 愛 知 県 心 身 障 害 者 コ ロ ニ ー ）  

内  容   ○ 療 育 等 支 援 施 設 事 業  

・ 在 宅 支 援 訪 問 療 育 等 指 導 事 業  

 （ 巡 回 相 談 、 訪 問 健 康 診 査 ）  

・ 在 宅 支 援 外 来 療 育 等 指 導 事 業  

・ 地 域 生 活 支 援 事 業  

・ 施 設 支 援 一 般 指 導 事 業  

 障 害 児 童 の デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 、 保 育 所

や 障 害 者 の 通 所 授 産 施 設 等 の 職 員 に 対 す

る 療 育 に 関 す る 技 術 支 援  

○ 療 育 拠 点 施 設 事 業  

・ 施 設 支 援 専 門 指 導 事 業  

・ 在 宅 支 援 専 門 療 育 指 導 事 業  
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用    語  説    明  

知 的 障 害 者 更 生 施 設 及

び 知 的 障 害 者 授 産 施 設

の 分 場  

在 宅 知 的 障 害 者 の 施 設 利 用 を 容 易 に し 、 地 域 社 会 で の

自 立 と 社 会 参 加 を 促 進 す る た め 、 知 的 障 害 者 更 生 施 設 や

知 的 障 害 者 授 産 施 設 は 、 中 心 施 設 （ ２ ０ 人 以 上 ） の ほ か

に 分 場 を 設 置 す る こ と が で き る 。 そ の 場 合 、 中 心 施 設 と

分 場 を も っ て 一 つ の 施 設 と み な さ れ る 。 こ の た め 、 分 場

は 、 調 理 室 、 事 務 室 、 会 議 室 、 相 談 室 、 運 動 場 は 設 け な

く て も よ い 。  

分 場 利 用 定 員  ５ 人 以 上 ２ ０ 人 未 満 、 複 数 設 置 可 能 。  

注 意 欠 陥 多 動 性 障 害  

（ Ａ Ｄ Ｈ Ｄ ）  

注 意 欠 陥 多 動 性 障 害 と は 、 年 齢 あ る い は 発 達 に 不 釣 り

合 い な 注 意 力 、 衝 動 性 、 多 動 性 を 特 徴 と す る 行 動 の 障 害

で 、 社 会 的 な 活 動 や 学 業 に 支 障 が あ る 。  

７ 歳 以 前 に 現 れ 、 そ の 状 態 が 継 続 し 、 中 枢 神 経 系 に 何

ら か の 要 因 に よ る 機 能 不 全 が あ る と 推 測 さ れ る 。  

特 別 支 援 教 育  

障 害 の 程 度 に 応 じ 特 別 の 場 で 指 導 を 行 う ｢特 殊 教 育 ｣か

ら 障 害 の あ る 児 童 生 徒 一 人 一 人 の 教 育 的 ニ ー ズ に 応 じ て

適 切 な 教 育 的 支 援 を 行 う 「 特 別 支 援 教 育 」 へ の 転 換 を 図

る 。  
従 来 の 特 殊 教 育 の 対 象 だ け で な く 、 Ｌ Ｄ 、 Ａ Ｄ Ｈ Ｄ 、

高 機 能 自 閉 症 を 含 め て 障 害 の あ る 児 童 生 徒 の 自 立 や 社 会

参 加 に 向 け て 、 一 人 一 人 の 教 育 的 ニ ー ズ を 把 握 し て 、 そ

の 持 て る 力 を 高 め 、 生 活 や 学 習 上 の 困 難 を 改 善 又 は 克 服

す る た め に 、 適 切 な 教 育 や 指 導 を 行 う 。  
  ・ 個 々 の 教 育 支 援 計 画 の 作 成  
  ・ 小 中 学 校 に 特 別 支 援 教 育 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 配 置  
  ・ 養 護 学 校 を 特 別 支 援 学 校 に 転 換  

難 病 患 者 な ど  

難 病 は ､① 原 因 不 明 、治 療 法 未 確 立 、後 遺 症 を 残 す お そ

れ の 少 な い 症 病 、 ② 経 過 が 慢 性 に わ た り 、 単 に 経 済 的 な

問 題 の み な ら ず 介 護 等 に 著 し く 人 手 を 要 す る た め ､家 庭

の 負 担 が 重 く ､ま た 精 神 的 に も 負 担 の 大 き い 症 病 (国 の 難

病 対 策 要 綱 )を い う 。平 成 5 年 の 障 害 者 基 本 法 成 立 時 の 参

議 院 厚 生 委 員 会 の 附 帯 決 議 に お い て 、「 て ん か ん 及 び 自 閉

症 を 有 す る も の 並 び に 難 病 に 起 因 す る 身 体 上 又 は 精 神 上

の 障 害 を 有 す る 者 で あ っ て 長 期 に わ た り 生 活 上 の 支 障 が

あ る も の は 、 こ の 法 律 の 障 害 者 の 範 囲 に 含 ま れ る も の で

あ り ・ ・ ・ 」 と さ れ 、 在 宅 の 支 援 が 始 ま っ た 。  

ピ ア カ ウ ン セ リ ン グ  
障 害 者 が 自 ら の 体 験 に 基 い て 、 同 じ 仲 間 で あ る 他 の 障

害 者 の 相 談 に 応 じ 、 問 題 解 決 を 図 る こ と 。  

福 祉 文 化  

誰 も が 自 立 し て お 互 い を 大 切 に で き る よ う な 暮 ら し の

質 を 高 め 、 皆 が 幸 せ な 社 会 を 築 く こ と 。 こ れ ま で や や も

す れ ば 一 部 の 特 別 な 人 々 を 助 け る た め の 「 特 別 な 福 祉 」

と い う 固 定 観 念 を 変 え て い く た め 、「 福 祉 文 化 」と い う こ

と が 大 切 に な っ て い る 。  
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用    語  説    明  

福 祉 的 就 労  

授 産 施 設 や 作 業 所 で の 収 入（ 工 賃 ）を 伴 う 活 動 を い い 、

労 働 関 係 法 規 の 適 用 は 受 け な い が 、就 業 ･就 労 に 該 当 し 福

祉 施 設 で 行 わ れ て い る こ と か ら 、 福 祉 的 就 労 と 呼 ば れ て

い る 。  

歩 行 者 支 援 シ ス テ ム  

（ ピ ッ ク ス ／ Ｐ Ｉ Ｃ Ｓ ） 

県 警 が 「 生 活 に 優 し い 交 通 環 境 の 構 築 に 向 け た モ デ ル

事 業 」 の 一 環 と し て 視 覚 障 害 者 等 の 歩 行 に お け る 新 た な

安 全 確 保 を 図 る た め 、 県 下 の 中 で い ち 早 く 鳥 居 松 町 を 中

心 と し た 地 域 に 試 行 的 に 導 入 し た 。  

視 覚 障 害 者 向 け に 交 差 点 に 近 づ く と 信 号 機 の 状 態 を 音

声 で 知 ら せ る も の と 車 椅 子 利 用 者 や 高 齢 者 向 け に 交 差 点

や 道 路 案 内 情 報 を 画 像 と 音 声 で 知 ら せ る も の が あ る 。  

総 合 福 祉 セ ン タ ー の 館 内 に も 、 視 覚 障 害 者 向 け に 案 内

シ ス テ ム を 設 置 し た 。  

民 間 施 設 の 改 善 助 成  

（ 民 間 施 設 改 善 助 成 制

度 ）  

高 齢 者 、 障 害 者 等 す べ て の 人 が 施 設 を 円 滑 に 利 用 で き

る よ う に す る 人 に や さ し い ま ち づ く り を 推 進 す る た め 、

不 特 定 多 数 の 人 が 利 用 す る 店 舗 等 の バ リ ア フ リ ー へ の 改

善 に つ い て 助 成 す る 市 の 制 度 。  

民 生 委 員 ・ 児 童 委 員  

民 生 委 員 は 、 民 生 委 員 法 に 基 づ き 県 知 事 の 推 薦 に よ り

厚 生 労 働 大 臣 が 委 嘱 し 、 住 民 の 生 活 状 態 の 把 握 、 要 援 助

者 の 自 立 へ の 相 談 ・ 助 言 ・ 援 助 、 社 会 福 祉 事 業 者 と 活 動

者 と の 密 接 な 連 携 ・ 活 動 支 援 、 福 祉 事 務 所 そ の 他 の 関 係

行 政 機 関 の 業 務 へ の 協 力 な ど を 行 う 。  
児 童 委 員 は 、 児 童 福 祉 法 に 基 づ き 厚 生 労 働 大 臣 が 委 嘱

し 、 担 当 区 域 の 児 童 ・ 家 庭 な ど の 実 情 把 握 、 相 談 援 護 、

関 係 機 関 へ の 要 保 護 児 童 の 連 絡 、 児 童 健 全 育 成 活 動 な ど

を 行 い 、 関 係 行 政 機 関 の 業 務 に 協 力 す る 。  
民 生 委 員 と 児 童 委 員 は 兼 務 。  

み ん な の た め の 公 園 づ

く り へ ユ ニ バ ー サ ル デ

ザ イ ン 手 法 に よ る 設 計

方 針  

身 体 障 害 者 を 含 む す べ て の 人 に 使 い や す い 公 園 を 整 備

す る た め の 計 画・設 計 の 指 針 と し て 国 土 交 通 省 が 平 成 11

年 度 に 示 し た 。  

ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン  

（ Universal  Design、

Ｕ Ｄ と も 略 す ）  

一 人 ひ と り の 人 間 の 能 力 や 障 害 の 種 類 ・ 程 度 に 関 わ ら

ず 、 障 害 の あ る 人 や 高 齢 者 は も ち ろ ん 、 年 齢 や 性 別 に 関

係 な く 、 す べ て の 人 が 障 壁 （ バ リ ア ） を 感 じ る こ と な く

使 用 で き る 施 設 、 住 居 、 用 具 、 サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と

を め ざ す 概 念 。  


